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本資料は、地区公園を事例に、指針で示す各段階における実
際の作業について、留意事項を挙げながら計画策定の進め方を
まとめたものであり、各地方公共団体における公園施設長寿命
化計画策定の参考とされたい。 

（参考） 
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１．予備調査の進め方 

 

みどり公園において、予備調査の進め方を例示する。 

 

１）公園概要 

名   称：みどり公園 

 所  在  地：白砂市青松町 1-1 

 設置年月日；平成 2年 5月 21日 

 沿革の概要：公園の供用開始公告 
平成 2年 5月 21日白砂市公告第 100号 

 敷 地 面 積：40,000㎡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－２ みどり公園平面図 

 

みどり公園 

図－１ みどり公園位置図 
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２）既存都市公園台帳の収集と整理 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表―１ 公園台帳の収集と整理のイメージ 

 有無 備考 

公園台帳 ○ 更新履歴無し 

施設の整備図面 ○ 更新履歴無し 

施設の有無 △ 要確認 

施設の製造者 × ほとんど不明 

施設の整備費 × ほとんど不明 

補修履歴 × 記録無し 

維持管理費 × ３年前まで維持管理費有 

利用状況 × 資料無し 

市民のニーズ × 資料無し 

 

図－３ 公園台帳の収集と整理のイメージ図 

・みどり公園における都市公園台帳や公園施設台帳、設計図・工事図書

（竣工図）等（以下、都市公園台帳等）をとりだし、設置施設ごとに

以下の情報を整理する。 

・公園名称、種別、面積、開園年度等、施設種別、製造者、設置年数 
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３）予備調査段階における管理類型の整理 

○都市公園は多種多様な施設の複合体であり、公園の規模によっては膨大

な数の公園施設について調査が必要になることから、全ての施設につい

てライフサイクルコストを算出した上で、予防保全型管理又は事後保全

型管理の管理類型を判断することは、計画策定の作業に過度な負担とな

る。 

 

○計画準備の段階で、ライフサイクルコストの縮減効果の見込み、安全性

の継続的な確保、利用者数、公園の利用促進などの視点で公園施設を整

理することで、あらかじめ予防保全型管理を行う候補となる公園施設と

事後保全型管理を行う公園施設に分類するとともに、その整理・類型結

果を健全度調査票（公園概要シート）に記入する。 



 

４）健全度調査票（公園概要シート）の作成 

■ 位置図(S=1/10,000) ■ 現況写真 

１．公園概要 

公園概要 

① 名 称 みどり公園 ② 所在地 白砂市青松町 1-1 

③ 設置年月日 平成 2年 5月 21日 ④ 沿革の概要 

公園の供用開始公告 

平成 2年 5月 21日 

白砂市公告第 100号。 

⑤ 

敷地総面積 40,000㎡   

土地所有者 白砂市   

所有者別面積 40,000㎡   

公園管理者の 

有する権原 

 

 

 

 

 

 

⑥ 公園施設として設けられる建築物 
  及びその他の主要な公園施設(※1参照) 

管理事務所（建築面積：●●㎡） 

⑦ 
  

建ぺい率 
（建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

●●％ 

建ぺい率 
（都市公園法施行令第 6条第 1項及び第 2項に規定す
る建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

該当区域ではない 

⑧ 運動施設面積総計の敷地に対する割合 ●●％ 

⑨ 主要な占用物件について（※2参照） 
管理事務所（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 

建築面積：●●㎡  

⑩ 公園一体建物の概要  

⑪ 公園の重要度 特に重要な公園 ・その他の身近な公園 理由：●●●なため 

※1 イ)種類及び名称 ロ)工作物であるものはその構造 ハ)建築物であるものはその建築面積 

ニ)運動施設については、その敷地面積 ホ)都市公園法第 5 条第 1 項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者
の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管
理する期間の初日及び末日 

※2  イ)種類及び名称 ロ)構造 ハ)建築物であるものについては、その建築面積 ニ)都市公園法施行規則第 8条第 2 項の規定
により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ)都市公園法6条第1項又
は第 3 項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による占

用の期間の初日及び末日 

 

２．公園施設及び健全度の調査対象施設 

No 
公園施設 

種類 

具体的 

施設名称 
数量 主要部材 

予防○ 

事後× 
備 考 

1 

ａ. 

園路 

広場 

舗装 

1,000 ㎡ 洗い出しｺﾝｸﾘｰﾄ ×  

2 400㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 ×  

3 300㎡ ﾀｲﾙ張り舗装 ×  

4 
階段 

20 段  ○  

5 2 段  ○  

6 
b. 

修景 

施設 

植栽 
2,000 ㎡ 雑木林の樹林地 － 

 

7 400㎡ 外周植栽 －  

8 噴水 1 式 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾀｲﾙ・自然石、 

循環設備、電気設備 
○ 

 

9 

c. 

休養 

施設 

四阿 1 基  ○  

10 パーゴラ 3 基  ○  

11 
ベンチ 

15 基  ○  

12 ７基  ○  

13 

d. 

遊戯 

施設 

ぶらんこ 1 基 鋼材 ○  

14 滑り台 1 基 鋼材 ○  

15 複合遊具 1 基 鋼材、FRP ○  

16 砂場 10 ㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

17 
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 

遊具 
2 基 FRP、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ○ 

 

18 e. 
運動 
施設 

競技場 
（ﾄﾗｯｸ） 

1 式  ○ 
 

19 プール 1 式 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、電気設備、

循環設備 
○ 

 

20 f. 
便益 
施設 

水飲み場 3 基  ○  

21 便所 1 棟  ○  

22 駐車場 500㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ ×  

23 

g. 
管理 
施設 

管理事務所 1 棟  ○  

24 橋 1 橋  ○  

25 擁壁 200ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

26 フェンス 300ｍ  ○  

27 車止め 10 基  ○  

28 

h.

災害応急

対策施設 
備蓄倉庫 1 棟  ○ 

 

29 
i. 

その他 展望台 1 基  ○ 

 

 

 

みどり公園 

調査票記入 

１．公園概要を記入 

２．公園施設を記入 

※既存の公園台帳が整っている場合は作成せ
ずに、既存の公園台帳を活用してよい。 

5 

内業であらかじめ作成。

現地で把握により、訂正

や追記をする。 

 

表―２ 健全度調査票（公園概要シート） 

現地に行くまで

部材が確認でき

ない場合がある 

 

現地に行くまで

部材が確認でき

ない場合がある 

 

・内業であらかじめ予防保全型管理を行う候補に

「○」を、事後保全型管理に「×」をつける。 

・「○」「×」をつけることで、予備調査のボリューム

を把握し、調査工程をイメージする。 

・なお、この時点で、「○」か「×」不明な施設につ

いては、ひとまず「○」とする。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000
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５）予備調査内容 

ａ．調査準備 

○都市計画図や地図を活用し、現地で確認する公園の位置や区域を把握し、

調査ルート等（図－４）を整理する。 

○現地に持参する公園施設等が記載された平面図等（図－５）を準備する。 

 

 

予め調査ルートを設定してお

くことで、調査効率をよくする 

図－４ 調査ルートの設定イメージ図 

モデル公園 
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６）現地での現況把握 

ｂ．調査実施 

○外周を一周し、公園区域の変更の有無を確認する。 

○調査時点での公園施設の有無、増減、利用休止等の状況を把握する。 

○公園内外及び各公園施設の状況を撮影する。 

○公園利用状況、劣化や損傷の状況を把握する。 

○公園施設の状況把握は、健全度調査票の作成（記入内容をイメージしな

がら）を意識しながら実施する。 

○利用者や施設管理者から施設の維持管理等に係る要望がある場合は重

点的に確認する。 

○使用休止している施設等を確認する。（使用再開までの期間は、事後保

全型管理として扱う） 

 

図－５ みどり公園平面図 

園路・
広場 

便所 

植栽 

四阿 

ぶらんこ 
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写真－１ 園路広場（舗装） 

写真－３ 休養施設（四阿） 

竣工時から台帳の図面が更新されていない場合等、台帳の記載に

不備が生じてないか確認が必要。 

写真－２ 便益施設（便所） 

写真－４ 遊戯施設（ぶらんこ） 

□ 現地で把握する際の視点（例） 

写真－５ 修景施設（植栽：外周の生垣） 

 

竣工時から台帳の図面が更新されていない場合等、台帳の記載に

不備が生じてないか確認が必要。 

 

植栽地ごとに特性を踏まえた管理内容をイメージ 

植栽は、予防・事後の判定をしない 

公園ごと、植栽地ごとに管理目標を設定 

公園台帳に記載されていた

四阿のイメージ 

現地で確認された四阿のイメージ 

施設の有無の確認 

 

舗装の劣化範囲を大まかな割合（25％、50％等）

を把握する 

予め事後保全型に類型した施設は健全度調査を

行わないため、予備調査における劣化の把握が

重要 

健全度調査票の作成を意識しながら施設の大き

さ、主要部材など、健全度判定に必要な情報を把

握することが効率的 

 

部材を確認 

生育状態を確認 

施設の有無、確認 



 

 



 

 

■ 位置図(S=1/10,000) ■ 現況写真 

１．公園概要 

公園概要 

① 名 称 みどり公園 ② 所在地 白砂市青松町 1-1 

③ 設置年月日 平成 2年 5月 21日 ④ 沿革の概要 

公園の供用開始公告 

平成 2年 5月 21日 

白砂市公告第 100号。 

⑤ 

敷地総面積 40,000㎡   

土地所有者 白砂市   

所有者別面積 40,000㎡   

公園管理者の 

有する権原 

 

 

 

  

⑥ 公園施設として設けられる建築物 
  及びその他の主要な公園施設(※1参照) 

管理事務所（建築面積：●●㎡） 

⑦ 
  

建ぺい率 
（建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

●●％ 

建ぺい率 
（都市公園法施行令第 6条第 1項及び第 2項に規定す
る建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

該当区域ではない 

⑧ 運動施設面積総計の敷地に対する割合 ●●％ 

⑨ 主要な占用物件について（※2参照） 
管理事務所（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 

建築面積：●●㎡  

⑩ 公園一体建物の概要  

⑪ 公園の重要度 特に重要な公園 ・その他の身近な公園 理由：●●●なため 

※1 イ)種類及び名称 ロ)工作物であるものはその構造 ハ)建築物であるものはその建築面積 
ニ)運動施設については、その敷地面積 ホ)都市公園法第 5 条第 1 項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者

の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管
理する期間の初日及び末日 

※2  イ)種類及び名称 ロ)構造 ハ)建築物であるものについては、その建築面積 ニ)都市公園法施行規則第 8条第 2 項の規定

により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ)都市公園法6条第1項又
は第 3 項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による占
用の期間の初日及び末日 

 

２．公園施設及び健全度の調査対象施設（※3,※4,※5,※6参照） 

No 
公園施設 

種類 

具体的 

施設名称 
数量 主要部材 

予防○ 

事後× 
備 考 

1 

ａ. 

園路 

広場 

舗装 

1,000 ㎡ 洗い出しｺﾝｸﾘｰﾄ × 正常        

2 400㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 × 
全体の 50％ががたつき 

 

3 300㎡ ﾀｲﾙ張り舗装 × 全体再整備が必要  

4 
階段 

20 段 ﾀｲﾙ張り舗装 × 異常なし 

5 2 段 擬石階段ﾌﾞﾛｯｸ × 表面ひび割れ    

6 

b. 

修景 

施設 

植栽 
2,000 ㎡ 雑木林の樹林地 － 植栽地概要表参照 

7 400㎡ 外周植栽 － 植栽地概要表参照 

8 噴水 1 式 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾀｲﾙ・自然

石、 

循環設備、電気設備 

○ 

 

9 

c. 

休養 

施設 

四阿 1 基(12㎡) 木、鋼材、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

10 パーゴラ 3 基(20㎡) 鋼材、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

11 
ベンチ 

15 基 木、鋼材 × 
広範囲に脚部鋼材が腐食 

 

12 ７基 木 × 座面劣化     

13 

d. 

遊戯 

施設 

ぶらんこ 1 基 鋼材 ○  

14 滑り台 1 基 鋼材 ○  

15 複合遊具 1 基 鋼材、FRP ○  

16 砂場 10 ㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

17 
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 

遊具 
2 基 FRP、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ○ 

 

18 e. 
運動 
施設 

競技場 
（ﾄﾗｯｸ） 

1 式 ｳﾚﾀﾝ舗装 ○ 
 

19 プール 1 式 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、電気設備、

循環設備 
○ 

 

20 f. 
便益 
施設 

水飲み場 3 基 擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ × 正常だがﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様でない 

21 便所 1 棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

22 駐車場 500㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ ○  

23 

g. 
管理 
施設 

管理事務所 1 棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

24 橋 1 橋 上部工:PC、下部工：RC ○  

25 擁壁 200ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ、H=1.0m ×  

26 フェンス 300ｍ 鋼材 × 塗装劣化      

27 車止め 10 基 ｱﾙﾐ × 正常だが、１基変形 

28 

h.

災害応急

対策施設 
備蓄倉庫 1 棟 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ○ 

 

29 
i. 

その他 展望台 1 基 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○ 
 

 

 

みどり公園 
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表―３ 健全度調査票（公園概要シート） 

赤字は現地で把握した

部材を追記したもの 

基数だけでなく規模も

確認し、追記する 

赤字は現地での把握に

より、予防・事後の類型

修正したもの 

事前に整理した健全度調査票（公園概要シート）に予備調査で得た情報を追記する。 
あらかじめ事後保全型に類型した施設は、健全度調査は行わないため、予備調査で把握

した施設の状況について、健全度調査票（公園概要シート）の備考欄に記録し、事後保

全型管理の施設カルテとして活用する。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000
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７）予備調査の段階における管理類型 

    予備調査を行った結果、 

・事後保全型管理とした施設：１施設 

・予防保全型管理を行う候補とした施設：３施設 

・予防保全型管理を行う候補でも事後保全型管理でもない施設：植栽 

に決定した。 

予防保全型管理を行う候補とする施設については、健全度調査票（各施設

シート）を作成する。 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.ぶらんこ 

c.便所 

植栽 

園路・

広場 

a.四阿 

凡例 

赤字：予防保全型管理を行う候補とした施設 

黒字：事後保全型管理とした施設 

a.四阿 
 

ｂ.ぶらんこ ｃ.便所 

図－６ 予防保全型管理を行う候補とした施設 
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健全度調査票（一般施設） 

No. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影日 平成 23年 5月 10日 

公園名 みどり公園 

公園施設種類 休養施設（一般施設） 

公園施設名 四阿 

施設コード ９－ｃ－０００１ 

数量 1 棟 

規模 12.0m2 

主要部材 木製 

設置年度 H2 年度 

経過年数 22 年 

処分制限期間 22 年 

管理類型 予防保全型を行う候補 

利用・管理状況と

管理者の意向 

一般的な公園の管理レベルで管理している公園の施設である。 

 

基準適合状況（安全指針、バリアフリー法）への適合 

安全指針  

バリアフリー法  

健全度の評価（Ａ>Ｂ>Ｃ>Ｄ：Ａが一番健全） 調査日(第 1回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 
 

  
 

  

 

 

美観状況 

 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 調査日(第 2回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 調査日(第 3回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 

 

 

健全度調査票（各施設シート）の概要欄への記入（例） 

※遊具及び予防保全型管理を行う候補の施設のみ作成。 
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表―４ 健全度調査票（各施設シート） 
施設の概要を記入 

 

現地で撮影した写真を
添付する 
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予防保全型管理を行う候補とした施設及び遊具については、健全度調査票（各施

設シート）を施設ごとに作成し、概要欄を記入をする。 

 

 

図－７ 健全度調査票（各施設シート）の作成イメージ 

予防保全型管理を行う候補の３施設分を作成する 
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２．健全度調査と健全度・緊急度判定の進め方 

 

a.四阿、b.ぶらんこ、c.便所を例に健全度調査・判定方法について以下に示す。 

 

 

施設ごとの健全度調査ポイント 

 次に、代表的な公園施設である、四阿、ぶらんこ、便所の健全度調査・判定の

視点を以下に例示ずる。 

 

b.ぶらんこ 

c.便所 

植栽 

園路・

広場 

a.四阿 

凡例 

赤字：健全度調査の対象とした施設 

黒字：健全度調査の対象としない施設 

図－８ 健全度調査・判定方法を例示する施設 
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a．四阿 

○一般施設（四阿、パーゴラ等）の調査は、対象施設の全体及び主要部材に

ついて、劣化状況を目視で確認する。 

○必要に応じて揺り動かして締め付け具合の良否についても確認する。 

 

●健全度調査の主なポイント 

・ 本体のゆがみ、傾き、変形等の状況 

・ 支柱、梁等のぐらつき、腐食、破損、変形状況 

・ 異常を示す亀裂の有無 

・ 鉄筋の露出、腐食の有無 

・ 屋根材の腐食、破損、変形状況 

・ 継ぎ手金具等の腐食、破損、固定状況  

図－９ 一般施設の調査着目位置 
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梁接合部の腐食 梁接合部の腐食 

支柱部の腐食 ルーバーの腐朽、破損 

接続金具腐食 梁部鋼材露出 

地際部腐食 屋根部腐食 

写真－６ 四阿の異常の判定例 
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22年

B

部材名 写真番号 1 部材名 写真番号 2

材質 健全度 B 材質 健全度 B

部材名 写真番号 3 部材名 写真番号 4

材質 健全度 B 材質 健全度 B

損傷写真

梁部 屋根

支柱 支柱（地際）

木 木

経過年数

健全度判定

木 木

全体写真 コメント

　全体的に劣化が進行してい
るが、各々軽微であり、著しい
劣化は見られない。状況に応
じて補修が望ましい。

施設名 四阿

コメント

コメント
幅の広い割れが生じている

コメント
地際部で軽微な腐朽が発生している

全体的に変色しており、部分的に損傷に
発生している

梁材の一部が劣化している
コメント

梁部：B

支柱：B

支柱（地際）：B

ルーバー：B

 

 表－５ a．四阿（健全度判定：Ｂ）の事例 

 



 

 

表－６ a.四阿の健全度調査結果（各施設シート） 

 

 

 

健全度調査票（一般施設） 

No. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影日 平成 23年 5月 10日 

公園名 みどり公園 

公園施設種類 休養施設（一般施設） 

公園施設名 四阿 

施設コード ９－ｃ－０００１ 

数量 1 棟 

規模 20.0m2 

主要部材 木製 

設置年度 H2 年度 

経過年数 22 年 

処分制限期間 22 年 

管理類型 予防保全型 

利用・管理状況と

管理者の意向 

一般的な公園の管理レベルで管理している公園の施設である。 

 

基準適合状況（安全指針、バリアフリー法）への適合 

安全指針  安全指針適用外 

バリアフリー法  バリアフリー法適用外 

健全度の評価（Ａ>Ｂ>Ｃ>Ｄ：Ａが一番健全） 調査日(第 1回)平成 23年 5月 10日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

屋根 全体的に変色しており、部分的に

損傷に発生している 
異常なし 

梁部 梁材の一部が劣化している 

 
異常なし 

支柱 幅の広い割れが生じている 
－ 

地際部 

 

地際部で軽微な腐朽が発生してい

る 
－ 

美観状況 

横桟の塗装の劣化が目立つため、構造材の補修の時点で塗装を行う。 

その他健全度判定における特記事項 

全体的に劣化が進行しているが、軽微であり、著しい劣化は見られない。状況に応じて防腐剤の

塗布及び再塗装等の補修が望ましい。 

 

 調査日(第 2回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 調査日(第 3回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 

 

健全度調査結果の記入 

23 

現地で判定し、内業で
他の施設の判定結果
と照らし合わせながら
総合調整する 

健全度調査結果を
部材ごとに記入 

正常な場合は 
異常なしと記入 

部材が存在しない 
場合は「－」とする 
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b.ぶらんこ 

○遊具等施設は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）

（平成 20 年 8月国土交通省）」に基づき、部位・部材ごとに、年 1回以上

の定期点検を実施することとされており、この定期点検結果を長寿命化計

画検討の健全度調査としてよい。  

 

○改めて健全度調査を行う場合の手順などを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健全度調査の主なポイント 

・ 支柱、梁、手すり等のぐらつき、腐食、破損、変形状況 

・ 表面のささくれ等の突起 

・ 異常を示す亀裂の有無。 

・ ボルト類のゆるみ、脱落 

・ 継ぎ手部の腐食、破損、固定状況 

・ 塗装劣化 

・ 可動部、吊金具の摩耗、破損 

・ 座板、滑降部等の腐朽、破損 

図-10 遊具施設（ぶらんこ）の調査着目位置 
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金具摩耗と座板の腐朽 金具の摩耗 

吊金具のずれ 吊金具の破損 

継ぎ手金具の破損 吊金具の摩耗 

写真－７ 遊具の異常の判定ポイントの例 
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表－７ ｂ．ぶらんこ（健全度判定：Ｂ）の事例 

22年

B

部材名 写真番号 1 部材名 写真番号 2

材質 健全度 B 材質 健全度 B

部材名 写真番号 3 部材名 写真番号 4

材質 健全度 B 材質 健全度 B

部材名 写真番号 5 部材名 写真番号 6

材質 健全度 B 材質 健全度 B

コメント
全体的に塗装劣化が進行し、部分的に
錆が発生している コメント

全体的に塗装劣化は進行しており、地際
部で錆が発生している

コメント
全体的に塗装劣化は進行しており、取付
けボルト等に表面的な錆が発生している コメント

吊り金具に軽微な磨耗が生じている

支柱 支柱（地際）

鋼 鋼

コメント
全体的に塗装劣化が進行し、部分的に
錆が発生している コメント

全体的に塗装劣化が進行している。取
付ボルトに表面的な錆が発生している

吊り金具 吊り金具

鋼 鋼

全体写真 コメント

全体的に塗装劣化が進行して
いるが、錆の発生は部分的で
軽微であるため、、今後の定
期点検の結果により、対応す
ることが望ましい。

損傷写真

梁部 継手部

鋼 鋼

施設名 ぶらんこ 経過年数

健全度判定

梁部：B
継手金具：B

支柱（地際）：B

継手金具：B 吊り金具：B

吊り部材：B

支柱：B



 

 

表－９ b.ぶらんこの健全度調査結果（各施設シート） 

健全度調査票（遊戯施設） 

No. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影日 平成 23年 5月 10日 

公園名 みどり公園 

公園施設種類 遊戯施設 

公園施設名 ぶらんこ 

施設コード 1３－ｄ－０００１ 

数量 1 基 

規模  － 

主要部材 鋼材 

設置年度 H2 年度 

経過年数 22 年 

処分制限期間 15 年 

管理類型 予防保全型 

利用・管理状況と

管理者の意向 

一般的な公園の管理レベルで管理している公園の施設である。 

 

基準適合状況（安全指針、バリアフリー法）への適合 

安全指針 安全領域が確保されている。 

バリアフリー法 適用外 

健全度の評価（Ａ>Ｂ>Ｃ>Ｄ：Ａが一番健全） 調査日(第 1回)平成 23年 5月 10日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

梁部 全体的に塗装劣化が進行し、部分

的に錆が発生している 
－ 

継手部 全体的に塗装劣化が進行している 取付ボルトに表面的な錆が発生

している 

吊り金具 全体的に塗装劣化は進行してい

る。軽微な磨耗が生じている 

取付けボルト等に表面的な錆が
発生している。吊り金具に軽微
な磨耗が生じている。 

支柱 全体的に塗装劣化が進行し、部分

的に錆が発生している 
－ 

美観状況 

支柱に一部落書きがある。 

その他健全度判定における特記事項 

全体的に塗装劣化が進行しているが、錆の発生は部分的で軽微であるため、日常点検や定期点検

を通じて安全性を維持することが望ましい。 

 

 調査日(第 2回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 調査日(第 3回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 

健全度調査結果の記入 

 

29 

・健全度判定がＡ・Ｂのものは、緊急度は「低」となる。 

・健全度判定がＣのものは、緊急度が「中」となる。また、他の

指標考慮を「高」とした場合は、緊急度を「高」としてよい。 

・健全度判定がＤのものは、「高」となる。 
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表－８ ｂ．ぶらんこ（健全度判定：Ｂ）の定期点検表 

 

※既に実施している遊具の定期点検は健全度調査・判定として活用できる。 

）

・

年 月 ㎜

・ ・ ・

０：

１：

２：

３：

・

・

・

・

・

・

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

・

・
② ・
③ ・
④ ・
⑤ ・
⑥ ・
⑦ ・
⑧ ・
⑪ ・

目視触診

規
準
一
般
規
定

救助対策 目視 1

鋭利な尖端・角・縁

合

否

否

1 合 否

ボルト・ナット類による突起 目視 1 合

否

衝突・転倒 目視 1 合 否

絡まり・引っ掛かり 目視 2 合

否

足の挟み込み（30㎜を超える） 器具ＡＢ 1 合 否

指の挟み込み（φ8～25㎜） 器具Ｅ 2 合

合 否頭部または首の挟み込み（Ｖ字型開口部） 器具ＡＢ 3

頭部・胴体の挟み込み（100～230㎜） 器具ＡＢ 2

否

①

※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを３とする 器具ＡＢ 3 合

合 否

破損など　（破損 0 ヶ所) 目視

着
座

部

ぐらつきがないか（全数点検） 揺診基
礎

部

破損など （破損 0 ヶ所) 目視

磨耗・腐食(全数点検)（磨耗・腐食 0 ヶ所) 目視 金具、ﾎﾞﾙﾄ腐食

破損など　（破損 0 ヶ所) 目視

磨耗　（磨耗 0 ヶ所) ノギス 4 13φ→9.8φ

腐食がないか ノギス

吊
り
金
具

ねじれ（全数点検）　（ねじれ 0 ヶ所) 目視吊
り
部
材

破損など　（破損 0 ヶ所) 目視

ボルトの緩みがないか 打診触診

磨耗 （磨耗 0 ヶ所) 触診

回転不良がないか 触診聴診

腐食がないか（全数点検） 目視 3 錆

破損・割れ　（破損・割れ 0 ヶ所) 目視

錆

ボルトの緩みがないか 打診触診

梁
部

腐食がないか 目視 2継
手
金
具

破損など　（破損 0 ヶ所) 目視

腐食がないか（金具附近） 目視打診

腐食がないか（金具附近以外） 目視打診 錆

破損など　（破損 0 ヶ所) 目視

揺診

1 錆

6 錆

腐食がないか（地際部附近以外） 目視打診 5 錆

安
全
領
域

腐食がないか（地際部附近）　 　(全数点検) 目視打診支
柱
部

劣
化

※　コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない 目視

②運動方向、着座部が飛び出し可の時、落下高さ＋1,500mm以上。全領域重複不可 メジャー

ぐらつきがないか

※　くぼみ・石ころなどの障害物がないこと 目視 1 合 否

3 合

否2 合

否

500㎜以上

上部空間、1,800ｍｍ以上 メジャー 1 合 否

柱の外側から500㎜以上。全領域重複可 メジャー

否 3910㎜

④その他方向、着座部の外側から1,500㎜以上。全領域重複可 メジャー 2 合 否 1500㎜以上

2 合

健全であり、修繕の必要がない（使用可）

部分的に異常があり、部分修繕が必要（使用可）

重要な箇所に部分的な異常あり、部分修繕が必要（使用不可、場合により使用可）

最重要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要（使用不可）

傷害をもたらす物的ハザードがない状態

軽度の傷害をもたらす状態

Ａ：再塗装の必要がない

備　考

Ａ：

劣
　
化

Ａ：健全な状態

Ｄ：最重要部材に重度の劣化がある状態

ハ
ザ
ー

ド

Ｄ：

重大であるが傷害が恒久的ではない状態

生命に危険があるか、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらす状態

Ｃ：重度の劣化がある状態

設置年月

特
記
事
項

吊金具

0

無

2

３歳～６歳

Ｂ：部分的に塗装が必要

Ⅱ．塗装に関する総合判定Ⅰ．機能に関する総合判定

対象年齢シール 対象年齢

年平成

有 ３歳～１２歳

構造部材１ スチール

製品名 住所

○△　×□▽(9999999) 公園施設製品安全管理士

大型２連ぶらんこ
所在

施設名

株式会社　やまばと点検社

点検者 公園施設製品安全管理士

全景写真

有

年 10平成

無

月

凸凹　○▽□(8888888)

日

白砂市青松町1-1
おおば公園 公園全体

構造部材２

経過年月

製品番号

2,410

ＳＰ表示シール

10 日5 月

11630106一 方 向 ぶ ら ん こ ＋ 柵 定 期 点 検 表
（写真№

確認者

523

1管理番号

22

消耗部材

落下高さ

座板部

点　　検　　項　　目 点検器具 写真№判定

全体的に塗装劣化が進行しているが、錆の発生は部分的で軽微であるため、日常点検や定期点検を通じて安全性を
維持することが望ましい。

株式会社　すすめ

点検日

Ｃ：全体的に塗装が必要

Ｂ：軽微な劣化がある状態

６歳～１２歳

製造社

Ｂ：

Ｃ：

チェーン

みどり公園 
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ｃ.便所 

■建築物の外部点検 

○施設の利用者、歩行者に対して外壁材や付属物等の落下の危険性はない

か重点を置いて点検する 。 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の屋根点検 

 

 

 

 

●健全度調査の主なポイント 

・ 塗膜が剥がれたり、亀裂はないか 

・ モルタルやタイルの浮きはないか 

・ 鉄筋露出や錆汁の発生はないか 

・ 目地や建具廻りのシール材に亀裂はないか  

タイルの剥離 モルタルの剥離 タイルの剥離 

●健全度調査の主なポイント 

・ 屋上・屋根の仕上げ（防水層、屋根葺材）にひび割れ、浮き、劣化、腐食等

はないか 

・ 庇、笠木、軒裏の剥落の危険性はないか 

・ ルーフドレイン廻りや雨樋の中に枯葉や土が堆積していたり、雑草が生えて

いないか  

土砂堆積 

剥落の危険はないか 

笠木のうき 

写真－８ 建築物外部の異常の判定例 

写真－９ 建築物屋根の異常の判定例 
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■建築物の内部点検 

○施設の利用者に対して、床の突起物によるつまづきや壁・天井から落下

物の危険性はないか重点を置いて点検する 。   

 

  

●健全度調査の主なポイント 

・ 天井・壁・床の仕上げ材の欠損・剥離・浮きなどはないか 

・ 外壁からの雨漏り等はないか 

・ 床仕上げ材の磨耗していないか  

漏水跡 

ひび割

れ 

破 損 

天井の雨漏

り 

壁面ひび割れ 壁面仕上げ材の破損 

参考文献：建築物点検マニュアル・同解説 平成18年7月 国土交通省大臣官房官庁営繕部 
     施設管理者のための公共建築物点検マニュアル H19年3月 平塚市 
     市有施設安全点検マニュアル H20年3月 長岡市  

写真－10 建築物内部の異常の判定例 
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表－10 ｃ．便所（健全度判定：Ｂ）の事例 

 

22年

B

部材名 写真番号 1 部材名 写真番号 2

材質 健全度 B 材質 健全度 B

部材名 写真番号 3 部材名 写真番号 4

材質 健全度 Ａ 材質 健全度 B

施設名 便　所 経過年数

経過年数の割に全体として著しい劣化が進行して
いるわけではないが、外壁や屋根ふき材にはひび
割れや風化等の劣化が部分的に生じている。ま
た、照明器具等の金属部には飛来塩分の影響で
点錆が発生している。

全体写真 コメント

タイル 鋼

コメント
壁面に幅0.3mm程度のひび割れが発生
している箇所がある コメント

一部風化は見られるが、雤漏れ等の以
上は見られない

健全度判定

コメント
内壁および仕上げタイルは健全である

コメント

損傷写真

外壁 屋根

コンクリート ストレート

金属部分に点錆が発生している

内壁・床 照明器具



 

 

表－11 c.便所の健全度調査結果（各施設シート） 

 

 

 

 

 

健全度調査票（一般施設） 

No. 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影日 平成 23年 5月 10日 

公園名 みどり公園 

公園施設種類 便益施設（一般施設） 

公園施設名 便所 

施設コード ２１－f－０００１ 

数量 1 棟 

規模 22.0m2 

主要部材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 

設置年度 H2 年度 

経過年数 22 年 

処分制限期間 50 年 

管理類型 予防保全型 

利用・管理状況と

管理者の意向 

一般的な公園の管理レベルで管理している公園の施設である。 

処分期間が長く、できるだけ継続して利用する。 

基準適合状況（安全指針、バリアフリー法）への適合 

安全指針  安全指針適用外 

バリアフリー法  バリアフリー法に適合している 

健全度の評価（Ａ>Ｂ>Ｃ>Ｄ：Ａが一番健全） 調査日(第 1回)平成 23年 5月 10日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

建物外部 壁面タイルの一部に浮きが 

生じている 

電気配管固定金物の留め 

ビスが腐食し始めている 

屋上・屋根 屋上、屋根に劣化や漏水等は生じ

ていない 
消耗材なし 

建物内部 内壁、床タイル等に汚損や損傷は

特に生じていない 

蛍光灯のカバーにひびが入って

いる 

各種設備 配管からの水漏れ等は生じていな

い 

ラッキングカバーが一部損傷し

ている 

美観状況 

内壁に落書きがある。 

その他健全度判定における特記事項 

外壁タイルの浮きが一部確認されたが全体的には健全であり、部分的な修繕程度で問題ないと判

断する。蛍光灯のカバーのひび、いたずらによるラッキングカバーの損傷箇所があるため、交換

する必要がある。落書き跡は美観を損ねているため、早期に消す必要がある。 

 

 調査日(第 2回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 調査日(第 3回)平成  年  月  日 

健全度判定 A・B・C・D 指標考慮 高・低 緊急度判定 高・中・低 

利用禁止の判定 利用禁止とする  ・  利用禁止としない 

劣化状況 

部材 構造材 消耗材 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

美観状況 

 

その他健全度判定における特記事項 

 

 

 

 

健全度調査結果の記入 
35 

 

緊急度がＣの施設のうち、緊急度判定をする際に考慮すべき

事項（指標：利用者数、災害時の避難場所指定の有無、公園

施設の愛着など、地域ニーズへの対応の必要性、パブリック・

コメント等による市民の意志、歴史性・自然性等の価値の有

無、公園の顔やシンボル等としての、美観的価値）に該当する

場合は、「高」となる。 
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健全度調査票（各施設シート）に健全度調査結果及び判定を記入する。 

 

 

図－11 健全度調査結果及び判定の記入イメージ 

健全度調査を行った３施設分を作成する 
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３．公園施設長寿命化計画の策定の進め方 

単年度あたりのライフサイクルコストの算出方法 
○ライフサイクルコストの算出方法を以下に示す。 

 

・使用見込み期間内の長寿命化対策をしない場合の総費用 

「維持保全費」＋「更新費」   

・使用見込み期間内の長寿命化対策をした場合の総費用 

「維持保全費」 ＋ 「健全度調査費」 ＋ 「補修費」 ＋ 「更新費」  

・長寿命化対策をしない場合の単年度あたりのライフサイクルコスト 

「長寿命化対策をしない場合の総費用」 

÷「長寿命化対策をしない場合の使用見込み期間」  

 ・長寿命化対策をした場合の単年度あたりのライフサイクルコスト 

「長寿命化対策をした場合の総費用」 

÷「長寿命化対策をした場合の使用見込み期間」     

・単年度当たりのライフサイクルコスト縮減額 

「長寿命化対策をしない場合の単年度あたりのﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ」 

－「長寿命化対策をした場合の単年度あたりのﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ」    

 

上記の算出方法により、a.四阿、b.ぶらんこ、c.便所について、ライフサイクルコス

トを算出する。 

 

《参考》 

表－12 使用見込み期間の設定例 

 事後保全型管理における 

使用見込み期間 

予防保全おける 

使用見込み期間 

処分制限期間が 

20 年未満の施設 

 

処分制限期間の２倍 事後保全の使用見込み期間の

1.2 倍と設定 

（処分制限×2.4） 

処分制限期間が 

20 年以上～40年未満の施設 

処分制限期間の 1.5倍 事後保全の使用見込み期間の

1.2 倍と設定 

（処分制限×1.8） 

処分制限期間が 

40 年以上の施設 

 

処分制限期間の１倍 

 

事後保全の使用見込み期間の

1.2 と設定 

（処分制限×1.2） 

※この使用見込み期間の値については、本指針策定のために実施したモニタリング調査から得られた暫定的数値

であることに留意し、具体の期間設定にあたっては、地方公共団体ごとのストックマネジメントの考え方に基

づいて適宜判断されたい。 

 

定期的な健全度調査は、
５年に１回以上実施する。 
（遊具、設備は毎年実施） 

使用見込み期
間は、処分制
限期間に応じ
て設定する。 
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a.四阿 

【過去の履歴が 3年前まである】 

・整備時は、22年前。 

・3 年前から現在までの毎年の維持保全費(50千円/年)が存在する。 

・過去の維持保全費が不明な 19年間は、現在の維持保全費と同額を設定。 

・更新年の維持保全費は計上しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長寿命化対策をした（予防保全型管理）場合 

 

長寿命化対策をしない（事後保全型管理）場合 

・現在から 1年後を補修と設定。 
・1年後の補修から 17年後を更新見込み年度と設定。 
・予防保全型管理における健全度調査を５年ごとに行い、更新までに３回行う。 
健全度調査費は(12千円/年)と設定。 

・使用見込み期間＝40年…③と設定。 

・現在から 11年後を更新見込み年度と設定。 
・使用見込み期間＝33年…①と設定。 
 

●単年度ライフサイクルコスト縮減額 
（ ②  ÷ ① ）－（  ④ ÷ ③ ） 

＝（4,100÷ 33 ）－（5,086÷ 40 ） 
＝      124      －    127 
＝       -3（千円/年）【費用縮減額】 
 

●長寿命化対策をしない場合の総費用 
ａ×（22＋11－1)＋ｄ 

＝ 1,600 ＋ 2,500 
＝ 4,100（千円）…② 
 

―凡例－ 
ａ：3年前から現在までの 

維持保全費          （50千円/年） 
ｂ：健全度調査費（5年ごと）（12千円/年） 
ｃ：補修費（塗装）            (600千円) 
ｄ：更新費               (2,500千円) 

―凡例－ 
ａ：3年前から現在までの 

維持保全費       （50千円/年） 
ｄ：更新費            (2,500千円) 
 

d 

現在 
(H24年) 

整備時 
(H2 年) 

更新見込年度 
(H35年) 

19 年 11 年 

 ａ×（33-1）年 

 

 

 
 (H19年) 

3年 

 

●長寿命化対策をした場合の総費用 
ａ×(22＋18-1）＋ｂ× 3 ＋ｃ＋ｄ 
＝  1,950 ＋ 36 ＋ 600＋2,500 
＝  5,086（千円）…④ 

図－12 単年度ライフサイクルコスト算出の概念図(a.四阿) 

現在 
(H24年) 

整備時 
(H2年) 

ｃ 

ｄ 

更新見込年度 
(H42年)  

 
 (H25年) 

 
 (H19年) 

ａ×（22＋18-1）年 ＋ｂ×3回 

 

 

1年 

 

17年 

 

19 年 3年 

 

ライフサイクルコストの縮
減効果が得られない。 

処分制限：22年(木製)、処分制限の 1.5倍 
→22年×1.5＝33年 

事後保全の使用見込み期間の 1.2倍 
→33年×1.2≒40年 



 

 

表－13 公園施設のライフサイクルコストの算出根拠（a.四阿） 

公園施設ライフサイクルコスト算出根拠（一般施設） 

No. 9 設置年度 H2年 

公園名 みどり公園 経過年 22年 

公園施設種類 休養施設（一般施設） 処分制限期間 33年 

施設コード ９－ｃ－０００１ 更新見込み年度 H42年 

公園施設名 四阿 健全度・緊急度 Ｂ・低 

数量・面積 1基 計画期間 10年 

主要部材 木製 概算費用(千円・10 年間) 1,124 

部位・素材別の 

具体的 

長寿命化対策 

構造材（予防保全） 消耗材 

予防保全 

の交換 

サイクル 

予防保全の

対策費 

(千円/数量) 

屋根 

・外部 
保護塗装を行う  

 

 
600 

 

 
    

 
 

 
   

     

長寿命化対策しない 

場合（事後保全） 

使用見込み期間 33年 長寿命化対策した場

合（予防保全） 

使用見込み期間 40年 

更新見込年度 H35年 更新見込年度 H42年 

長寿命化対策しない場合（事後保全）の概算費用 評価期間

費用計 

（千円） 

年度 

費用（千円） 

Ｈ2 

～24

計 

25 

 

26 27 

 

28 29 30 31 32 33 34 H25 

～34 

計 

H35 

～42 

計 

維持保全 1,100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 0 1,600 

補修 0             0 

更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 2,500 

費用 計 1,100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 2,500 4,100 

長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用 計（千円） 

維持保全 1,100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 350 1,950 

健全度調査 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 24 12 36 

補修 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 2,500 

費用 計 1,100 650 50 50 50 62 50 50 50 50 62 1,124 2,862 5,086 

縮減効果 長寿命化対策しない場合（事後保全） 長寿命化対策した場合（予防保全）  縮減効果 

使用見込み期間（年） 33 40  

維持保全費・ 

健全度調査費（千円） 
1,600 1,986 

補修・更新費（千円） 2,500 3,100 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ（千円） 4,100 5,086 

単年度ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ

（千円/年） 124 127 -3 

 

 
  

・・・① 

・・・① 

・・・② 

 

・・・③ 

・・・③ 

・・・④ 

・・・⑤ 

・・・⑥ 

・・・a ・・・b 

・・・⑤/a ・・・⑥/b 

 

 

 

 

・・・② 

・・・④ 

・・・⑤ ・・・⑥ 

健全度調査票（各施設シート）と同じ内容を記載。 

 

長寿命化対策をした場合の更新見込み年度を記載。 

計画期間は概ね10年。概算費用は、計画期間の総費用

を記載する。 

健全度調査を踏まえ、劣化状況に即した補修内容・費

用の設定。 

設定した使用見込み期間を記載する。 

設置年度から現在までの総費用。 

計画期間内は単年ごとに費用を記載 

計画期間(10年間)の総費用 

 

使用見込み期間内の総費用 
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計画期間後から更新年までの費用 

 

※遊具については、基礎情報に加え、部位・素材別の具体的長寿命化対策の欄に、管理の基本的な方針や頻度・費用等 

を記入するとともに、長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用を記入する。 

長寿命化対策をした場合と長寿命化対策をしない場合の単年
度ライフサイクルコストの比較結果、ライフサイクルコストの縮
減効果が得られなかったため、予防保全型管理を行う候補で
はなく、あるいは、補修方法を見直して、ライフサイクルコスト
の算定を再度行う。 
 
 
 
 
 

 

・計画期間内で施設を更新した場合、更新
年以降の計画期間内で生ずる費用は、次
のライフサイクルの費用として記入する。 
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b.ぶらんこ 

【過去の履歴が 3年前まである】 

・整備時は、22年前。 

・3 年前から現在までの毎年の維持保全費(3千円/年)が存在すると設定。 

・過去の維持保全費が不明な 19年間は、現在の維持保全費と同額を設定。 

・更新年の維持保全費、健全度調査費は計上しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長寿命化対策をした（予防保全型管理）場合 

 ・現在から 1年後を補修と設定。 

・1年後の補修から 13年後を更新見込み年度と設定。 

・予防保全型管理における健全度調査を毎年行う。また、健全度調査費(3千円/年)を設定。 

・使用見込み期間＝36年…③と設定。 

―凡例－ 
ａ：3年前から現在までの 

維持保全費           （3千円/年） 
ｂ：健全度調査費（毎年）   （3千円/年） 
ｃ：補修費（消耗材交換）          (238千円) 
ｄ：更新費                (900千円) 

●長寿命化対策をした場合の総費用 
ａ×(22 + 14 - 1）＋（ｂ× 14 - 1 ） 
＋ ｃ + ｄ 

＝  105 ＋ 39 ＋ 238 ＋ 900 
＝  1,282（千円）…④ 

図－13 単年度ライフサイクルコスト算出の概念図(b.ぶらんこ) 

 

 

現在 
(H24年) 

整備時 
(H2年) 

ｃ 

ｄ 

更新見込年度 
(H38年)  

 
 (H25年) 

 
 (H19年) 

ａ×（22＋14-1）年 ＋ｂ×（14-1）年 

 

 

1年 

 

13年 

 

19年 3年 

 

遊具については、長寿命化
をした場合のみ算出する。 

処分制限：15年、処分制限の 2.4倍 
→15年×2.4＝36年 
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表－14 公園施設のライフサイクルコストの算出根拠（b.ぶらんこ） 

公園施設ライフサイクルコスト算出根拠（一般施設） 

No. 13 設置年度 H2年 

公園名 みどり公園 経過年 22年 

公園施設種類 遊戯施設 処分制限期間 15年 

施設コード １３－ｄ－０００１ 更新見込み年度 H38年 

公園施設名 ぶらんこ 健全度・緊急度 Ｂ・低 

数量・面積 1基 計画期間 10年 

主要部材 鋼製 概算費用(千円・10 年間) 298 

部位・素材別の 

具体的 

長寿命化対策 

構造材（予防保全） 消耗材 

予防保全 

の交換 

サイクル 

予防保全の

対策費 

(千円/数量) 

柱部 素地調整塗装 
維吊り金具の取り付け 

ボルトの交換 

 

 
238 

 

 
    

 
 

 
   

     

長寿命化対策しない 

場合（事後保全） 

使用見込み期間  長寿命化対策した場

合（予防保全） 

使用見込み期間 36年 

更新見込年度  更新見込年度 H38年 

長寿命化対策しない場合（事後保全）の概算費用 評価期間

費用計 

（千円） 

年度 

費用（千円） 

Ｈ2 

～24

計 

25 

 

26 27 

 

28 29 30 31 32 33 34 H25 

～34 

計 

H35 

～38 

計 

維持保全               

補修               

更新               

費用 計               

長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用 計（千円） 

維持保全 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 9 105 

健全度調査 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 9 39 

補修 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 238 

更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 

費用 計 66 244 6 6 6 6 6 6 6 6 6 298 918 1,282 

縮減効果 長寿命化対策しない場合（事後保全） 長寿命化対策した場合（予防保全）  縮減効果 

使用見込み期間（年）  36  

維持保全費・ 

健全度調査費（千円） 
 144 

補修・更新費（千円）  1,138 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽト（千円）  1,282 

単年度ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ

（千円/年）  35 － 

 ※遊具については、基礎情報に加え、部位・素材別の具体的長寿命化対策の欄に、管理の基本的な方針や頻度・費用等 

を記入するとともに、長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用を記入する。 

ライフサイクルコスト
の比較はしない。 

遊具については、長寿命化
をした場合のみ記入する。 

遊具について
は、長寿命化
をした場合の
み記入する。 
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  ｃ.便所 

【過去の履歴が 3年前まである】 

・整備時は、22年前。 

・3 年前から現在までの毎年の維持保全費(60千円/年)が存在すると設定。 

・過去の維持保全費が不明な 19年間は、現在の維持保全費と同額を設定。 

・更新年の維持保全費は計上しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長寿命化対策をした（予防保全型管理）場合 

 

長寿命化対策をしない（事後保全型管理）場合 

・現在から 3年後を補修と設定。 

・3年後の補修から 35年後を更新見込み年度と設定。 

・予防保全型管理における健全度調査を５年ごとに行い、更新までに７回行う。 
健全度調査費は(12千円/年)と設定。 

・使用見込み期間＝60年…③と設定。 

・現在から 28年後を更新見込み年度と設定。 
・使用見込み期間＝50年…①と設定。 
 

●単年度ライフサイクルコスト縮減額 
（ ②  ÷ ① ）－（  ④ ÷ ③ ） 

＝（22,940÷ 50 ）－（26,124÷ 60 ） 
＝      458       －    435 
＝       23（千円/年）【費用縮減額】 
 

●長寿命化対策をしない場合の総費用 
ａ×(22 ＋ 28 - 1) ＋  ｄ 

＝  2,940 ＋ 20,000 
＝  22,940（千円）…② 
 

―凡例－ 
ａ：3年前から現在までの 

維持保全費       （60千円/年） 
ｄ：更新費            (20,000千円) 
 

●長寿命化対策をした場合の総費用 
ａ×(22 ＋ 38 - 1）＋ｂ× 7 

＋（ｃ1×4＋ｃ2×2）+ｄ 

＝  3,540 ＋ 84 ＋ 2,500 ＋ 20,000 
＝  26,124（千円）…④ 

図－14 単年度ライフサイクルコスト算出の概念図(c.便所) 

 

d 

現在 
(H24年) 

整備時 
(H2年) 

更新見込年度 
(H52年) 

19 年 28 年 

 ａ×（50-1）年 

 

 

 
 (H19年) 

3年 

 

現在 
(H24年) 

整備時 
(H2 年) 

ｄ 

更新見込年度 
(H62年)  

 
 (H27年) 

 
 (H19年) 

ａ×（22＋38-1）年 ＋ｂ×（38-1）年 

 

 

35年 

 

19 年 3年 

 

3年 

 

―凡例－ 
ａ：3年前から現在までの 

維持保全費          （60千円/年） 
ｂ：健全度調査費（5年ごと） （12千円/
年） 
ｃ1：補修費（内部、屋根）         (500千円) 
ｃ2：補修費（外部）          (250千円) 
ｄ：更新費               (20,000千円) 

10年 

 
ｃ1 ｃ1,ｃ2 

 

 
 (H37年) 

 
 (H47年) 

 
 (H57年) 

ｃ1 ｃ1,ｃ2 

 

10年 

 

10年 

 

5年 

 

事後保全の使用見込み期間の 1.2倍 
→33年×1.2≒40 年 

 

処分制限：50年(ＲＣ)、処分制限の 1.0倍 
→50年×1.0＝50年 
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表－15 公園施設のライフサイクルコストの算出根拠（c.便所）

※遊具については、基礎情報に加え、部位・素材別の具体的長寿命化対策の欄に、管理の基本的な方針や頻度・費用等 

を記入するとともに、長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用を記入する。 

 

公園施設ライフサイクルコスト算出根拠（一般施設） 

No. 21 設置年度 H2年 

公園名 みどり公園 経過年 22年 

公園施設種類 便益施設（一般施設） 処分制限期間 50年 

施設コード ３－ｆ－０００１ 更新見込み年度 H62年 

公園施設名 便所 健全度・緊急度 Ｂ・低 

数量・面積 1 棟（22㎡） 計画期間 10年 

主要部材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 概算費用(千円・10 年間) 1,374 

部位・素材別の 

具体的 

長寿命化対策 

構造材（予防保全） 消耗材 

予防保全 

の交換 

サイクル 

予防保全の

対策費 

(千円/数量) 

建物外部 
躯体補修、タイルの張替 

 
維ボルトの交換を行う 20年 250 

屋上・ 

屋根 

防水層清掃、再塗装 

 
維ボルトの交換を行う 10年 200 

建物内部 
天井合成樹脂吹付 

 
－ 10年 300 

各種設備 － ＳＵＳラッキング材の補修   

長寿命化対策しない 

場合（事後保全） 

使用見込み期間 50年 長寿命化対策した場

合（予防保全） 

使用見込み期間 60年 

更新見込年度 H52年 更新見込年度 H62年 

長寿命化対策しない場合（事後保全）の概算費用 評価期間

費用計 

（千円） 

年度 

費用（千円） 

Ｈ2 

～24

計 

25 

 

26 27 

 

28 29 30 31 32 33 34 H25 

～34 

計 

H35 

～62 

計 

維持保全 1320 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 1,020 2,940 

補修 0             0 

更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000 

費用 計 1320 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 21,020 22,940 

長寿命化対策した場合（予防保全）の概算費用 計（千円） 

維持保全 1320 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 1,620 3,540 

健全度調査 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 24 60 84 

補修 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 1,750 2,500 

更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000 

費用 計 1320 60 60 810 60 72 60 60 60 60 72 1,374 23,430 26,124 

縮減効果 長寿命化対策しない場合（事後保全） 長寿命化対策した場合（予防保全）  縮減効果 

使用見込み期間（年） 50 60  

維持保全費・ 

健全度調査費（千円） 
2940 3,624 

補修・更新費（千円） 20,000 22,500 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽト（千円） 22,940 26,124 

単年度ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ

（千円/年） 458 435 23 

 



 

 

■ 位置図(S=1/10,000) ■ 現況写真 

１．公園概要 

公園概要 

① 名 称 みどり公園 ② 所在地 白砂市青松町 1-1 

③ 設置年月日 平成 2年 5月 21日 ④ 沿革の概要 

公園の供用開始公告 

平成 2年 5月 21日 

白砂市公告第 100号。 

⑤ 

敷地総面積 40,000㎡   

土地所有者 白砂市   

所有者別面積 40,000㎡   

公園管理者の 

有する権原 

 

 

 

  

⑥ 公園施設として設けられる建築物 
  及びその他の主要な公園施設(※1参照) 

管理事務所（建築面積：●●㎡） 

⑦ 
  

建ぺい率 
（建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

●●％ 

建ぺい率 
（都市公園法施行令第 6条第 1項及び第 2項に規定す
る建築面積の総計の敷地面積に対する割合） 

該当区域ではない 

⑧ 運動施設面積総計の敷地に対する割合 ●●％ 

⑨ 主要な占用物件について（※2参照） 
管理事務所（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造） 

建築面積：●●㎡  

⑩ 公園一体建物の概要  

⑪ 公園の重要度 特に重要な公園 ・その他の身近な公園 理由：●●●なため 

※1 イ)種類及び名称 ロ)工作物であるものはその構造 ハ)建築物であるものはその建築面積 
ニ)運動施設については、その敷地面積 ホ)都市公園法第 5 条第 1 項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者

の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管
理する期間の初日及び末日 

※2  イ)種類及び名称 ロ)構造 ハ)建築物であるものについては、その建築面積 ニ)都市公園法施行規則第 8条第 2 項の規定

により算定した既設の地下占用物件の占用面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合 ホ)都市公園法6条第1項又
は第 3 項の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所）並びに当該許可による占
用の期間の初日及び末日 

 

２．公園施設及び健全度の調査対象施設 

No 
公園施設 

種類 

具体的 

施設名称 
数量 主要部材 

予防○ 

事後× 
備 考 

1 

ａ. 

園路 

広場 

舗装 

1,000 ㎡ 洗い出しｺﾝｸﾘｰﾄ × 正常        

2 400㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 × 
全体の 50％ががたつき 

 

3 300㎡ ﾀｲﾙ張り舗装 × 全体再整備が必要  

4 
階段 

20 段 ﾀｲﾙ張り舗装 × 異常なし 

5 2 段 擬石階段ﾌﾞﾛｯｸ × 表面ひび割れ    

6 

b. 

修景 

施設 

植栽 
2,000 ㎡ 雑木林の樹林地 － 

植栽地概要表参照 

7 400㎡ 外周植栽 － 植栽地概要表参照 

8 噴水 1 式 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾀｲﾙ・自然

石、 

循環設備、電気設備 

○ 

 

9 

c. 

休養 

施設 

四阿 1 基(12㎡) 木、鋼材、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ×  

10 パーゴラ 3 基(20㎡) 鋼材、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

11 
ベンチ 

15 基 木、鋼材 × 
広範囲に脚部鋼材が腐食 

 

12 ７基 木 × 座面劣化     

13 

d. 

遊戯 

施設 

ぶらんこ 1 基 鋼材 ○  

14 滑り台 1 基 鋼材 ○  

15 複合遊具 1 基 鋼材、FRP ○  

16 砂場 10 ㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

17 
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 

遊具 
2 基 FRP、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ○ 

 

18 e. 
運動 
施設 

競技場 
（ﾄﾗｯｸ） 

1 式 ｳﾚﾀﾝ舗装 ○ 
 

19 プール 1 式 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、電気設備、

循環設備 
○ 

 

20 f. 
便益 
施設 

水飲み場 3 基 擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ × 正常だがﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様でない 

21 便所 1 棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

22 駐車場 500㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ ○  

23 

g. 
管理 
施設 

管理事務所 1 棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○  

24 橋 1 橋 上部工:PC、下部工：RC ○  

25 擁壁 200ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ、H=1.0m ×  

26 フェンス 300ｍ 鋼材 × 塗装劣化      

27 車止め 10 基 ｱﾙﾐ × 正常だが、１基変形 

28 

h.

災害応急

対策施設 
備蓄倉庫 1 棟 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ○ 

 

29 
i. 

その他 展望台 1 基 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ○ 
 

 

 

みどり公園 
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表―16 健全度調査票（公園概要シート） 

ライフサイクルコストの算出結

果を反映し、予防保全型管理・

事後保全型の類型を確定する。 

最後に全てを反映した、健全

度調査票（公園概要シート）

に更新する。 

赤字はライフサイク
ルコスト算出結果を

踏まえて、予防保全
型管理を行う候補か
ら事後保全型管理と
なったもの。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%8e%b5%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000003000000000000000000


 

 



 

 

c. 便所（躯体） 

 主要部材 処分制限期間

の採用値 

採用値設定の参照項目（施設細目） 

ＳＲＣ、ＲＣ 50 便益施設－便所－ＲＣ50年 

b.ぶらんこ 

 主要部材 処分制限期間

の採用値 

採用値設定の参照項目（施設細目） 

－ 15 遊戯施設－構築物－金属製15年 
 

a.四阿 

 主要部材 処分制限期間

の採用値 

採用値設定の参照項目（施設細目） 

 木製・合成樹脂 22 休養施設－休憩所－木造22年 
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表－17 主な公園施設と処分制限期間の採用値（案） 
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４．公園施設長寿命化計画書の作成の方法 

 計画で作成する様式は、以下のとおりとする。 

 表紙 

 様式０ 「公園施設長寿命化計画書」 

     「公園施設長寿命化計画報告書」 

様式１ 「公園施設長寿命化計画調書」（総括表） 

 様式２ 「公園施設長寿命化計画調書」（都市公園別） 

 様式３ 「公園施設長寿命化計画調書」（公園施設種類別現況） 

 

 なお、記載内容については、指針の内容を理解した上で、様式０・１・２・３のつな

がりに留意しながら作成する。 

 

 

様式１（総括表） 

 

提出様式 

公
園
台
帳
と
し
て
も

活
用
可
能 

健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 

健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 

健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 
健全度調査票 

( 施 設 ご と ) 

    図-15 計画策定イメージ  

予備調査 

公園施設長寿命化計画 

各種健全度調査（一般施設等、遊具等施設、土木構造物、建築物、各種設備等） 

 

公園施設の長寿命化対策の検討 

 
公園施設の長寿命化対策による効果の算出 

 

様式３ 
(公園施設現況） 

 

様式２ 
(都市公園別)  

様式３ 
(公園施設現況） 

 

様式２ 
(都市公園別)  

予備調査 

様式０ 

 

表紙 

 

様式３ 
(公園施設現況） 

 

様式２ 
(都市公園別)  

みどり公園 
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白砂市公園施設長寿命化計画 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年 ３月 

 

○○県白砂市 公園緑地・景観課 
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１.都市公園整備状況 

（平成 25年 3月末時点） 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

150 120.00ha 10.00㎡ 

 

２.計画期間 〔平成２５年度 ～ 平成３４年度（１０箇年）〕 

３.計画対象公園 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 都緑 その他 合計 

90 20 ５ １ 1 20 13 150 

 

②選定理由 

管理対象都市公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）」と「白砂

市が管理している、その他の公園・緑地」と設定する。 

 

 

４.計画対象公園施設 

① 対象公園施設数 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

830 180 945 420 80 5 220 

 

管理施設 災害応急対策施設 その他 合 計 

1,870 - - 4,550 

 

② これまでの維持管理状況 

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、公園緑地・景

観課による維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。 

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関

する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関す

る規準 JPFA-S：2008」に基づき毎年 1回の定期点検を実施している。 

この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行って

きた。 
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③ 選定理由 

本市の公園は設置から 30年以上経過した公園が約３割を占め、10年後には約６割に達

する見込みである。これまで公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老

朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネ

ジメントを導入する予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の

要望が多数出ているため、管理対象公園全てを計画対象公園とする。 

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつ

つ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認に

より、施設の安全性を維持する。 

なお、本市では、公園施設長寿命化計画を平成 23 年度から平成 24 年度の２ヵ年で策

定し、各年度の内容は次のとおりである。 

 

 内容 

平成 23年度 ・公園台帳の整理 

・予備調査の実施 

・遊具の安全点検の実施 

平成 24年度 ・遊具の安全点検の実施と健全度・緊急度判定の実施 

・一般施設、建築物、土木構造物、設備等の健全度調査の 

実施及び健全度・緊急度判定の実施 

・全ての公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の策定 
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５.健全度を把握するための健全度調査結果の概要 

点検調査は、平成 24年９月から平成 25年 1月までの期間に実施した。 

１．一般施設、土木構造物、建築物 

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。 

健全度調査は遊具を除く4,130施設のうち予防保全型管理の候補とした250施設につい

て実施した。 

ａ．一般施設（100）：A判定：5施設、B 判定 30施設、 

C判定：60施設、D判定：5施設（利用禁止とした） 

ｃ．土木構造物（20）：B判定 10施設、C 判定：10施設 

ｄ．建築物（130）：A判定：4施設、B判定 50施設、 

C判定：75施設、D判定：1施設（利用禁止とした） 

２．遊具等 

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。 

遊具に関しては毎年の点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にある。 

ｂ．遊具等（420）：A判定：40施設、B判定：270施設、 

C判定：100施設、D 判定：10施設（利用禁止とした）。 

３．各種設備 

 法令等で点検が必要な施設について、点検を実施したが異常は確認されなかった。 

 

６.日常的な維持管理に関する基本的方針 

 

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、公園緑地・景観課により随時実施し、公園

施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。 

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で

健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。 

清掃等は、公園緑地・景観課によるもののほか、地域住民や各種団体等によるアダプトプ

ログラムの活用を推進する。 

ａ．一般施設等、ｃ．土木構造物等、ｄ．建築物等 

 ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設

の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。 

ｂ．遊具等 

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。 

 ・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。 

・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしく

は更新を位置づけた上で措置を行う。 

ｅ．その他設備等 

・法で定める年１回実施する定期点検を健全度調査として活用する。 
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７.公園施設の長寿命化のための基本方針 

 

１．予防保全型に類型した施設 

・出来るだけ健全度がＢ時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。 

・事・予の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。 

・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施設、ｃ．土木構造物、

ｄ．建築物）については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状

況を確認する。 

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場

合には、長寿命化計画の見直しを行う。 

ｂ．遊具等、ｅ．その他設備等 

 ・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。 

 ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて

利用禁止の措置を行う。 

・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけ

た上で措置を行う。 

ｄ．建築物等 

 ・100 ㎡を越える特殊建築物は法で定める３年に１回以上の定期点検を実施し健全度

調査として活用する。また、白砂市で定める建築物の補修、もしくは更新計画に従

い長寿命化対策を実施する。 

 

２．事後保全型に類型した施設 

 ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設

の機能の保全と安全性を維持する。 

 ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。 

 

３．植栽の扱い 

・各公園の植栽の特色等を踏まえ、植栽に係る管理目標を設定する。 

・おおまかな植栽機能ごとに植栽地を分類し、分類ごとに管理目標、管理方法・頻度・

費用等を設定する。 
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８.都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等 

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３

「公園施設種類別現況」）による。 

 

９.計画全体の長寿命化対策の実施効果 

 

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は

6,000千円である。 
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（様式２） 公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：総合公園　みどり公園　供用年度：平成2年4月

年度 劣化状況 緊急度 維持保全 補修 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４

園路広場 舗装 舗装 1,000㎡
洗い出し
ｺﾝｸﾘｰﾄ

H2 22 15 H24 － 中 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（舗装面積の１／２以上）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 10,000

園路広場 舗装 舗装 400㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ

平板
H2 22 15 H24 － 中 事後

・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（舗装面積の１／２以上）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 4,400

園路広場 舗装 舗装 300㎡ ﾀｲﾙ張り舗装 H2 22 15 H24 － 中 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（舗装面積の１／２以上）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 7,200

園路広場 階段 階段 20段 ﾀｲﾙ張り舗装 H2 22 15 H24 － 中 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（面積の１／２以上）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 1,800

園路広場 階段 階段 2段
擬石階段

ﾌﾞﾛｯｸ
H2 22 15 H24 － 中 事後

・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（面積の１／２以上）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 180

修景施設 植栽 植栽 2,000㎡
雑木林の
樹林地

H2 22 － H24 － － －
・ 樹木の間伐により植栽密度を１／３に低下させ、 樹林の密度調整と健全
な生育環境に回復を図る。
・Ｈ34年度に10本更新する。

－ 150 150 3,000 150 150 150 150 150 150 1,000

修景施設 植栽 植栽 400㎡ 外周植栽 H2 22 － H24 － － －
・ 視界の確保を優先し、樹高0.8ｍ程度で維持する。
・刈込や、病害虫の防除等の保全的な管理を実施する。

－ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

修景施設 噴水 噴水 1式 RC、ﾀｲﾙ・自然石 H2 22 15 H24
健全度D
・全体的に劣化が著しく使用中止中。

高 予防
・速やかに機能更新を行うとともに、定期的な補修により施設の長寿命化を
図る。
・処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。

H25年度 30,000 1,000

休養施設 四阿 四阿
1基

（12㎡）
木 H2 22 22 H24

健全度B
・屋根材、木部の劣化が進行

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
劣化や損傷が全体的に顕著（腐朽等）となった時点で木部の保護塗装、鋼材
の塗替塗装を定期的に実施する。
・処分制限期間の１．８倍を使用見込み期間とする。

H42年度 600

休養施設 パーゴラ パーゴラ
３基

（15㎡）
鋼材、

木（ルーバー）
H2 22 27 H24

健全度B
・支柱・梁部に腐食有り

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
劣化や損傷が全体的に顕著（腐食等）となった時点で鋼材の塗替塗装を実
施する。
・処分制限期間の１．８倍を使用見込み期間とする。

H50年度 100

休養施設 ベンチ ベンチ 15基 鋼材、木（座面） H2 22 15 H24 － 中 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（腐食等）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 5,250

休養施設 ベンチ ベンチ 7基 木 H2 22 7 H24 － 中 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（腐朽等）となった時点で更新する。
・H12年度、H22年度更新済み。これまでの実績により10年間で更新する。

H32年度 2,450

遊戯施設 ぶらんこ ぶらんこ １基 鋼材 H2 22 15 H24
健全度B
・吊り部材の腐食著しいため交換要

低 予防
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・吊り金具・チェーン・座席交換

・年１回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（腐食等）となった時点で更新する。

H32年度 238 900

遊戯施設 滑り台 滑り台 １基 鋼材 H2 22 15 H24
健全度B
・支柱・踊場固定ﾎﾞﾙﾄ腐食有り

低 予防
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・支柱研磨塗装、ボルト交換

・日常の維持保全及び日常点検、年１回実施する定期点検で劣化や損傷を
確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（腐食等）となった時点で更新する。
・支柱研磨塗装、ボルト交換

H32年度 85 500

遊戯施設 複合遊具 複合遊具 １基 鋼材＋FRP H2 22 15 H24
健全度B
・主に樹脂の損傷が激しいため、修繕要す

低 予防
・日常の維持保全及び日常点検、年１回実施する定期点検で劣化や損傷を
確認する。劣化や損傷が全体的に顕著（変形等）となった時点で更新する。
・パネル・ボルト交換。

・年１回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（変形等）となった時点で更新する。 H32年度 510 5,000

遊戯施設 砂場 砂場 10㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ H2 22 15 H24
健全度A
・正常。ハザード対応済み。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・年１回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（ひび割れ等）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２．４倍を使用見込み期間とする。

H32年度 1,150

遊戯施設
スプリング
遊具

スプリング
遊具

２基 ＦＲＰ H2 22 15 H24
健全度B
・スプリングの劣化が著しいため、交換が必要。

低 予防
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・コイル交換。

・年１回実施する定期点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（亀裂等）となった時点で更新する。

H32年度 170 270

運動施設 競技場
陸上競技場
（トラック）

1式 ｳﾚﾀﾝ舗装 H2 22 10 H24
健全度A
・H12年度、H22年度に補修済み。

低 予防
・補修工法として、オーバーレイを10年ごとに２回、実施する。
・これまでの実績により、使用見込み期間を30年とする。

H32年度 45,900

運動施設 プール プール 1式 RC H2 22 30 H24
健全度B
・壁面に軽微なひび割れが見られる。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（漏水等）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．８倍を使用見込み期間とする。

H56年度 100

便益施設 水飲み場 水飲み場 3基
擬石

ｺﾝｸﾘｰﾄ
H2 22 15 H24 － 中 事後

・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（剥離・鉄筋露出等）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H32年度 350

便益施設 トイレ トイレ 1棟 RC H2 22 50 H24
健全度B
・屋根材および外壁の劣化進行が見られる。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（表面剥離等）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H62年度 750

便益施設 駐車場 駐車場 500㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ H2 22 10 H24 － 高 事後

・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（舗装面積の１／２以上）となった時点で更新
する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とするが、その期間を越えており、
かつ劣化も進行しているため速やかに更新する。

H25年度 2,000

管理施設 管理事務所 管理事務所
1棟

（600㎡）
ＲＣ H2 22 60 H24

健全度B
・外壁及び屋上、内部仕上げに劣化損傷が見られる。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（剥離・鉄筋露出）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H62年度 5,500

管理施設 橋 橋
1橋

（L=12ｍ、
W=4m）

上部工:鋼材＋木
下部工:RC

H2 22 50 H24
健全度C
・木部（高欄、床）の破損、鋼材の塗装劣化が見られる。

高 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・木部は劣化や損傷が全体的に顕著（腐食）となった時点で部分更新、鋼材
は再塗装を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H62年度 480 2,000

公園施設種類 公園施設名 規模等
健全度調査経過

年数
具体的

施設名称
処分制限
期間など

対策内容（改築、更新含む）・時期対策を踏まえた
更新見込み年度

主要部材 管理類型
設置
年度

長寿命化に向けた具体的対策
（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）

更新

更新

更新

更新

更新

間伐

更新

更新消耗品交換

更新

更新

更新

更新

更新

更新

更新

防水

更新

更新

内部・外部・屋根補修

躯体・屋根補修

高欄補修 素地調整塗装

素地調整塗装

保護塗装

枝打等

刈込等

消耗品交換

消耗品交換

消耗品交換

更新

初期不良への対処

刈込等
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植栽は事・予の
類型としない 
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管理施設 擁壁 擁壁
200ｍ

（H=4.0m）
ｺﾝｸﾘｰﾄ H2 22 50 H24

健全度B
・壁面に軽微なひび割れが見られる。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（ひび割れ等）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H62年度

管理施設 フェンス フェンス 300㎡ 鋼材 H2 22 18 H24 － 低 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（腐食）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H38年度

管理施設 車止め 車止め 10基 アルミ H2 22 24 H24 － 低 事後
・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全
体的に顕著（亀裂等）となった時点で更新する。
・処分制限期間の２倍を使用見込み期間とする。

H38年度

管理施設 照明灯
照明灯
（Ａゾーン）

20基 鋼材 H2 22 18 H24
健全度B
・部分的に塗装劣化が進行している。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（断面欠損等）となった時点で再塗装を行う。
・処分制限期間の２．４倍を使用見込み期間とする。

H45年度 100

管理施設 照明灯
照明灯
（Ｂゾーン）

20基 鋼材 H2 22 18 H24
健全度B
・部分的に塗装劣化が進行している。

低 予防
・劣化や損傷が全体的に顕著（断面欠損等）となった時点で再塗装を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著（断面欠損等）となった時点で再塗装を行う。

・処分制限期間の２．４倍を使用見込み期間とする。
H45年度 100

管理施設 照明灯
照明灯
（Ｃゾーン）

20基 鋼材 H2 22 18 H24
健全度C
・全体的に塗装劣化が進行している。

中 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（断面欠損等）となった時点で再塗装を行う。
・処分制限期間の２．４倍を使用見込み期間とする。

H45年度 100

災害応急
対策施設

備蓄倉庫 備蓄倉庫 1棟 ＣＢ H2 22 41 H24
健全度C
・屋根に欠損が見られる。

中 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（ひび割れ等）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H51年度 100

その他 展望台
展望台
（25㎡）

1基 ＲＣ H2 22 50 H24
健全度B
・屋根防水、外壁に劣化損傷が見られる。

低 予防 ・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著（ひび割れ等）となった時点で補修を行う。
・処分制限期間の１．２倍を使用見込み期間とする。

H62年度 1,000

10,000 6,000 6,000 1,000 6,000 1,000 1,000 70,000 1,000 6,000

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計（千円）： 108,000

高欄補修

素地調整塗装

素地調整塗装

素地調整塗装

素地調整塗装

防水


